
山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則 

平成十一年七月二十三日 

山梨県規則第四十一号 

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。 

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則 

（趣旨) 

第一条 この規則は、山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例(平成六

年山梨県条例第二十四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請）                                     

第二条 条例第六条第一項の規定による山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターの指定

管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書（第一号様式）に、次に掲げる書類を

添付して提出することにより行わなければならない。                                     

  一  事業計画書                                               

  二  収支計画書                                               

  三  実施体制を記載した書類                                   

  四  団体の概要を記載した書類                                 

  五  定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの                     

  六  法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。）               

  七  知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの 

 八 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理

者の選定のため知事が必要と認める書類  

 （平一七規則二九・全改）                                                                 

（行為の許可の申請）                                       

第三条  条例第十二条第一項各号に規定する行為をしようとする者は、当該行為をしよ

うとする日の十四日前までに、行為許可申請書（第二号様式）を知事に提出しなけれ

ばならない。             

２ 条例第十二条第一項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、

速やかに、変更許可申請書（第三号様式）を知事に提出しなければならない。                           

（平一七規則二九・追加、平二四規則二九・平二九規則四・一部改正）  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 附 則（平成一七年規則第二九号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項

までの規定は、公布の日から施行する。 

（山梨県八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則に関する経過措置） 



２１ 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例

（平成十七年山梨県条例第四十四号）附則第二項の規定により同条例の施行の日前に

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターの管理に関し地方自治法第二百四十四条の二

第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書につい

ては、第十九条の規定による改正後の山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び

管理条例施行規則第二条及び第一号様式の規定の例による。 

 附則（平成二四年規則第二九号）抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

 （山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う

経過措置） 

１１ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県立八ヶ

岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則第二号様式による使用許可申請

書は、この規則による改正後の山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条

例施行規則第二号様式による行為許可申請書とみなす。 

 附則（平成二九年規則第四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式(第２条関係)  

                                   年  月  日 

 山梨県知事        殿    

                         （申請者）                       

                      所在地             

                             団体の名称                     

                                代表者の氏名               印    

 

 

 

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター指定管理者指定申請書 

                                                             

   山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターの指定管理者の指定を受けたいので、山梨県立 

八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例第６条第１項の規定により、必要書類を 

添付の上申請します。                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2号様式(第 3条関係) 

年  月  日  

 山梨県知事 殿 

申請者住所              

ふりがな               

氏名            印  

生年月日    年  月  日  

  (団体にあっては、主たる事務所の所在

地及び名称並びに代表者の氏名及び生

年月日) 

 

行為許可申請書 

 

 次の行為について、山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例第 12 条第 1

項の規定により、許可を申請します。 

行為の内

容 

種類 条例第 12条第 1項第   号 

目的   

行為の方法   

行為の場所   

面積 m2 

行為の期間 年   月   日から 

年   月   日まで 

行為の人数 人 

□誓約等 

(誓約等をする場

合は、□にレ印を

記入すること。) 

1 この申請による行為は、暴力団の利益となるものではありません。 

2 この申請による行為が暴力団の利益となると認められた場合、そ

の許可が取り消されても異存はありません。 

3 私(団体である場合には、その役員を含む。)が暴力団員等(※)又

は暴力団であるか否かについて警察当局へ情報照会を行うこと及び

警察当局から情報提供を受けることを承諾します。 

 ※ 暴力団員等：暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を

経過しない者 

注 1 使用場所については、位置図を添付すること。 

  2 申請者が団体である場合は、その役員及び代表者の役職名、住所、氏名(ふりがな 

を付す。)及び生年月日を記載した書類を添付すること。 



第３号様式(第３条関係) 

                                年  月  日 

 山梨県知事       殿 

                     （申請者） 

                      住 所 

                      氏 名            印   

                                           (団体の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名) 

 

 

 

変 更 許 可 申 請 書 

 

     年  月  日付け山梨県指令  第   号で許可のあった山梨県立八ヶ岳 

自然ふれあいセンターの使用に関する事項について次のとおり変更の許可を受けたいの 

で、山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター設置及び管理条例第 11 条第 1 項後段の規定によ

り、申請します。 

 

 

変更しようとする 

事   項 

変 更 前 変 更 後  

               

               

 

 

 

変 更 の 理 由 

   

注 変更しようとする事項が、使用場所に係るものについては、位置図を添付すること。 

 

 


